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教
育
行
政
に
つ
い
て

問問
　

小
中
学
校
統
廃
合

計
画
の
学
校
の
適
正

規
模
に
つ
い
て
は
、
行
政
が

一
方
的
に
決
め
る
も
の
で
は

な
く
、「
地
域
と
と
も
に
あ

る
学
校
づ
く
り
」
の
視
点
を

踏
ま
え
、
保
護
者
や
地
域
住

民
が
議
論
を
重
ね
て
決
め
る

必
要
が
あ
り
、
学
校
の
適
正

規
模
は
地
域
が
決
め
る
べ
き

と
考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、

地
域
性
を
考
え
た
場
合
、
単

学
級
の
学
校
も
残
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

答答

教
育
長　

学
校
の

規
模
を
考
え
る
基
準

と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
生
徒
、

児
童
の
教
育
環
境
を
基
準
に

し
て
お
り
、
教
育
委
員
会
と

し
て
は
、
そ
の
環
境
を
整
え

る
こ
と
を
重
視
し
、
決
め
て

い
ま
す
。
単
学
級
に
つ
い
て

は
、
解
消
に
向
け
て
努
力
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問問
　

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
学
校

は
小
さ
く
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
生
徒
数
１
０
０

人
を
上
回
ら
な
い
規
模
が
望

ま
し
い
と
し
て
い
る
。
小
さ

な
学
校
、
小
さ
な
ク
ラ
ス
ほ

ど
、
学
習
意
欲
や
態
度
が
積

極
的
に
な
り
、
子
ど
も
達
の

人
格
形
成
、
人
間
的
成
長
に

と
っ
て
も
効
果
的
で
あ
る
こ

と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
「
小

規
模
校
だ
か
ら
で
き
る
教
育

が
あ
る
」
と
考
え
る
が
、
小

規
模
校
に
つ
い
て
の
考
え
は

ど
う
か
。

答答

教
育
長　

日
本
と
諸

外
国
で
は
、
学
校
の
あ

り
方
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

諸
外
国
で
は
、
教
員
の
業
務

は
、
主
に
授
業
に
特
化
し
て

い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
、

教
科
指
導
、
生
徒
指
導
、
部

活
指
導
等
を
一
体
的
に
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
日
本
型
教

育
は
、
国
際
的
に
も
高
く
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
ご
と

に
教
育
に
対
す
る
取
り
組
み

が
異
な
る
の
で
、
単
純
に
比

較
で
き
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。問問

　

今
回
の
統
合
計
画

で
は
、
松
尾
中
学
校

と
蓮
沼
中
学
校
と
の
統
合
に

つ
い
て
、
前
期
計
画
期
間
中

の
開
校
に
向
け
て
検
討
す
る

と
な
っ
て
い
る
が
、
蓮
沼
地

域
の
住
民
は
、
あ
く
ま
で
蓮

沼
中
学
校
の
存
続
を
望
ん
で

い
る
。
統
合
計
画
を
進
め
て

い
く
考
え
方
と
し
て
、
少
な

く
と
も
、
町
村
合
併
前
の
行

政
区
に
小
中
学
校
を
残
す
と

い
う
発
想
は
な
い
の
か
。

答答　
教
育
長　

前
期
計

画
の
対
象
校
は
、
適
正

規
模
の
考
え
か
ら
、
ど
こ
も

優
先
順
位
が
高
い
学
校
で
す
。

今
後
、
小
さ
な
地
区
単
位
で

の
説
明
会
を
予
定
し
て
お
り
、

地
域
住
民
に
学
校
の
現
状
を

理
解
い
た
だ
く
よ
う
努
め
ま

す
。
そ
し
て
な
る
べ
く
早
期

に
計
画
実
施
を
進
め
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

介
護
・
医
療
の
充
実
に
つ
い
て

問問

特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
入
所
資
格
を
、

要
介
護
３
以
上
の
認
定
者
に

限
る
、
と
い
う
改
定
が
行
わ

れ
た
が
、
そ
の
影
響
と
待
機

者
の
状
況
は
ど
う
か
。

答答　
保
健
福
祉
部
長　

現
在
の
待
機
者
の
状

況
は
平
成
28
年
８
月
１
日
現

在
で
２
３
７
人
。
そ
の
内
、

要
介
護
１
は
10
人
、
要
介
護

２
は
16
人
で
す
。

問問

介
護
と
医
療
の
連

携
に
つ
い
て
、
現
在
、

市
で
訪
問
医
療
を
し
て
い
る

医
療
機
関
は
ど
れ
く
ら
い
あ

る
か
。　
　

　

ま
た
、
市
と
し
て
、
介
護

と
医
療
を
一
括
し
て
担
当
す

る
部
署
が
必
要
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

答答　
保
健
福
祉
部
長　

訪
問
診
療
に
つ
い
て

は
、
現
在
は
ま
だ
把
握
で
き

て
い
ま
せ
ん
が
、
平
成
30
年

度
か
ら
開
始
す
る
第
７
期
介

護
保
険
計
画
の
策
定
に
伴
い
、

来
年
１
月
に
、
住
民
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
行
う
予
定
で

す
。
そ
の
項
目
と
し
て
、
医

療
機
関
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

中
で
、
訪
問
診
療
、
往
診
等

に
つ
い
て
伺
う
予
定
で
す
。

　

介
護
・
医
療
の
連
携
を
一

括
す
る
部
署
は
、
現
状
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
健
康
支
援
課

と
高
齢
者
福
祉
課
が
連
携
し
、

進
め
て
い
ま
す
。

問問
　

介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
の
状
況
に

つ
い
て
、
今
回
の
制
度
改
定

で
費
用
負
担
が
見
直
さ
れ
、

一
定
以
上
の
所
得
者
が
負
担

増
と
な
っ
た
が
、
そ
の
対
象

者
数
と
負
担
状
況
に
つ
い
て

は
ど
う
か
。

答答　
保
健
福
祉
部
長　

平
成
27
年
８
月
か
ら
、

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
第

１
号
被
保
険
者
の
負
担
割
合

が
１
割
か
ら
２
割
に
な
り
ま

し
た
。
平
成
28
年
８
月
現
在

の
２
割
負
担
者
は
１
１
８
人
、

前
年
同
月
と
比
較
し
、
６
人

増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
負
担

割
合
は
、
２
割
負
担
者
に
係

る
実
質
負
担
率
は
平
均
で

15
・
８
％
で
す
。

日
本
共
産
党

並な
み
き木　

幹み
き
お男議　
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